
  学校教育の方針と重点 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「志をもって心豊かに学び合い、私自身のために、そして、みんなのために行動できる。」 
児童生徒（教職員） 

 
◇学校の教育目標の具現に徹する学校経営をする。 

◇全てのこどもたちが、自己の力を主体的に発揮して、学ぶ意義や喜びを実感する。 

◇地域の強みやネットワークを生かし、身近な社会の問題を解決する探究的な学びを推進する。 

◇いじめや問題行動の未然防止・早期発見に努め、早期に組織的な対応・支援を行う。 

◇不登校傾向のある児童生徒への学校復帰・社会的自立に向けた、誰一人取り残さない支援を充実

する。 

 

令和７年度 

２０２５年度 

◆コミュニティ・スクールを核とした地域とともにある学校づくりの推進 
＊学校運営協議会より積極的な学校運営への参画 ＊こどもの意見を反映させた活動の推進 
＊地域や羽島市に対する愛着を養う「シビックプライド」の醸成 

◆新しい時代を見据えた資質・能力の育成 
＊「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な充実 ＊グローバル化の進展に対応した外国語教育の推進 
＊「体験的な活動」や「他者と協働した探究的な学び」の充実 
＊生涯学習、生涯スポーツに向けた休日中学校部活動の地域移行の推進        

◆情報教育の推進 
＊情報活用能力の育成とプログラミング教育の推進  ＊情報モラル・AI 活用に係る指導の充実 

◆人権教育・道徳教育の充実 
＊考え、議論する道徳教育の推進 ＊自己肯定感を高める教育活動の推進 

◆健康教育・食育の推進・体力の向上 
＊口腔衛生に係る指導の充実 ＊がん教育の推進 ＊小学校課程の外遊び、中学校課程の軽スポーツの推進 
＊各学校における「チャレンジスポーツ in ぎふ」への参加の啓発 
＊専門的知見を取り入れた体力向上についての取組みの推進 

◆小中一貫教育の推進 
＊中学校区の特色を活かした小中一貫教育 ＊義務教育９年間を見通した系統的な学習指導や生活指導 

◆幼保小連携の充実 
＊小学校区における「架け橋期のカリキュラム」の作成と実践  

◆安心して学ぶことのできる環境の確保 
＊羽島市児童生徒のいじめの防止等に関する条例に係る取組み 
 （いじめが再発しないための継続的な指導・支援、3 カ月に一度のいじめの防止等を推進する週間の取組み） 
＊スクールカウンセラー等を活用したＳＯＳの出し方に関する教育  
＊不登校傾向のある児童生徒への早期対応 ＊すべての児童生徒にとって魅力ある学校づくり 
＊多様なニーズに対応した校内外の羽島市こどもサポートルームおよびオンラインを活用した学習・生活支援の
充実   

◆防災教育の推進・安全指導の充実 
＊児童生徒の意識を高める多様な「命を守る訓練」の実施（地震・浸水・不審者等） 
＊児童生徒の防災・安全に関わる活動への自主的な参加の促進 
＊羽島市自転車安全利用推進条例に基づく指導   ＊通学路の安全点検 

◆教職員の働き方改革の推進 
＊ＩＣＴを活用した教職員研修の充実・業務の効率化  

◆特別支援教育の充実 
＊羽島こども応援サポーターの配置 ＊一人一人の教育的ニーズに応じた早期からの切れ目ない支援  

①こどもたちが安全で安心して学ぶことのできる学校の環境づくり 

②地域と家庭、学校が一体となって「生きる力」を育む教育の推進 
 

 


